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令和元年労第２１５号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が平成３０年７月４日付けで再

審査請求人（以下「請求人」という。）に対してした労働者災害補償保険法による

障害給付の支給に関する処分の取消しを求める。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、Ａ所在のＢ会社に雇用され、技師として勤務していた。 

２ 請求人は、平成２３年１月１４日、自転車で通勤中、石のような物を踏んでハ

ンドルを取られ、転倒し、左肩を負傷した（以下「本件災害」という。）。 

請求人は、Ｃ医療機関、Ｄ医療機関の受診を経て、平成２４年６月１６日、Ｅ

医療機関に受診し、「左肩鎖関節脱臼」と診断され、療養の結果、平成３０年３

月１０日治癒（症状固定）した。 

３ 本件は、請求人が、治癒後、障害が残存するとして障害給付の請求をしたとこ

ろ、監督署長は、請求人に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則別表第

１に定める障害等級表上の障害等級（以下「障害等級」という。）第１２級に該

当すると認め、同等級に応ずる障害給付を支給する旨の処分をしたことから、請

求人が本件処分を不服として同処分の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が平成３１年３月２２日付けでこれを棄却する旨の決

定をしたことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 

（略） 

第４ 争  点 
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請求人に残存する障害が、障害等級第１２級を超える障害であると認められるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

 １ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）本件災害により請求人に残存する障害で検討すべきものは、決定書に説示す

るとおり、請求人の自訴、各医師の医学的見解、災害の原因及び発生状況等か

ら、①左鎖骨の変形障害、②左肩関節の機能障害及び③神経系統の障害である。 

（２）左鎖骨の変形障害について 

   請求人に残存する左鎖骨の変形障害について、Ｆ医師の平成３０年３月２５

日付け診断書によると、要旨、鎖骨外側端部に骨性隆起があるとし、また、Ｇ

医師の同年６月１４日付け意見書によると、要旨、「Ｘ－Ｐ上、左肩鎖関節変

性を認めるも非該当。」と記載されている。 

   決定書に説示するとおり、請求人に残存する左鎖骨の変形障害は、Ｘ－Ｐ上

変形が認められるものの、裸体となったとき、その変形が明らかにわかる程度

とは認められないため、Ｆ医師及びＧ医師の診断は妥当であり、障害等級認定

基準における「鎖骨に著しい変形を残すもの」には該当しないと判断する。 

（３）左肩関節の機能障害について 

請求人に残存する左肩関節の機能障害について、Ｆ医師は上記診断書におい

て、要旨、請求人の肩関節の運動範囲は、屈曲（右：１８０度、左：１７０度）、

外転（右：１８０度、左９０度）、伸展（右：５０度、左３０度）であり、主

要運動である外転において、「健側の可動域角度の１／２以下に制限されてい

る」としているが、Ｇ医師は、同医師作成の関節可動域評価表では、請求人の

肩関節の運動範囲は、屈曲・底屈（左：１４５度、右：１５５度）、伸展・背

屈（左：３５度、右：６５度）、橈屈・外転（左：９５度、右：１８０度）、

尺屈・内転（左：０度、右：０度）、外旋（左：４０度、右：５５度）、内旋

（左：９０度、右９０度）とし、同医師作成の平成３０年６月１４日付け意見

書において、要旨、「左肩関節の機能障害を残すものとして障害等級第１２級

の６」と述べている。 
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肩関節の機能障害の評価に当たっては、主要運動、参考運動が評価の対象と

なるところ、これらの全てを測定しているＧ医師の診断は妥当であり、決定書

に説示するとおり、請求人の左肩関節の運動範囲は、健側（右肩）の可動域角

度の３／４以下に制限されていることから、請求人に残存する左肩関節の機能

障害は、「１上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの」（障害等級

第１２級の６）に該当すると判断する。 

（４）神経系統の障害について 

請求人に残存する神経系統の障害について、Ｆ医師は、要旨、「左肩関節の

運動時痛、頚部痛、及び頚部緊張による頭痛残存している。」と述べ、Ｇ医師

は、要旨「左肩関節周囲に常時疼痛を認める。第１４級とす。」と述べている。 

決定書に説示するとおり、Ｆ医師及びＧ医師の意見は妥当であり、請求人に

残存する障害として左肩関節周辺の神経症状があり、その程度は、「局部に神

経症状を残すもの」（障害等級第１４級の９）に該当すると判断する。 

（５）請求人に残存する障害のうち、左肩関節周辺の神経症状は、請求人の左肩関

節の機能障害から通常派生する関係にあることから、請求人に残存する障害の

程度は、決定書に説示するとおり、上位の等級である障害等級第１２級の６と

するのが相当である。 

（６）以上から、請求人に残存する障害は、障害等級第１２級を超える障害に該当

する障害であるということはできない。 

（７）なお、請求人のその余の主張についても、一件記録を子細に検討したが、上

記結論を左右するものは見いだせなかった。 

３ 結  論 

よって、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、請求

人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 

令和２年５月１３日 

 


